
区 民 福 祉 委 員 会 

令和８年３月３０日 

墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 子ども・子育て支援納付金の新設等（第１４条の２、第１４条の３、第１６条の６か

ら第１６条の１０まで、第１８条の２、第１９条から第１９条の６まで関係） 

子ども・子育て支援金制度の創設により、子ども・子育て支援法で規定する施策を実

施するための財源の一部として、同法の規定により医療保険の保険者が国（国民健康保

険では都道府県を通じて国）へ子ども・子育て支援納付金を納付することとされた。 

当該納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者から保険料を

徴収する必要があることから、子ども・子育て支援納付金に係る賦課総額、賦課額、保

険料率（所得割、被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割）、賦課限度額等につ

いて規定する。 

 

２ 特別区国民健康保険の基準保険料率等の改定等 

⑴ 保険料率及び賦課限度額（第１５条の４、第１５条の８、第１５条の１２、第１６

条の４、第１６条の９、第１６条の１０関係） 

区 分 現   行 改 正 案 増 減 

基
礎
分
（
医
療
分
） 

所 得 割 ７．７１％ ７．５１％ △０．２０ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

４７，３００円 ４７，６００円 ３００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ６６０，０００円 ６７０，０００円 １０，０００円 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分 

所 得 割 ２．６９％ ２．８０％ ０．１１ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１６，８００円 １７，６００円 ８００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 ２６０，０００円 現行どおり ― 

介 

護 

納 

付 

金 

分 

所 得 割 ２．２５％ ２．４３％ ０．１８ｐｔ 

均 等 割 
(被保険者１人につき) 

１６，６００円 １７，８００円 １，２００円 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
５６：４４ 現行どおり ― 

賦 課 限 度 額 １７０，０００円 現行どおり ― 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分 

所 得 割 ― ０．２７％ ― 

均 等 割 

(被保険者１人につき) 
― １，８００円 ― 

１８歳以上均等割 

（１８歳以上被保険者１人につき） 
― ７３円 ― 

賦 課 割 合 

（所得割：均等割） 
― ５５：４５ ― 

賦 課 限 度 額 ― ３０，０００円 ― 



 

⑵ 低所得者に係る均等割額の減額（第１９条の２関係） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※世帯に給与所得者等が２人以上いる場合は、各区分の基準額に１０万円×（給与所得者等の数－１）を加算する。 

 

⑶ 未就学児に係る均等割額の減額（第１９条の４関係） 

区 分 
現   行 改 正 案 

増 減 未 就 学 児 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

未 就 学 児 １ 人 に つ き 

減 額 す る 額 

７割減額 

世 帯 

基 礎 ７，０９５円 基 礎 ７，１４０円 ４５円 

後 期 ２，５２０円 後 期 ２，６４０円 １２０円 

子 ど も ― 子 ど も ２７０円 ― 

５割減額 

世 帯 

基 礎 １１，８２５円 基 礎 １１，９００円 ７５円 

後 期 ４，２００円 後 期 ４，４００円 ２００円 

子 ど も ― 子 ど も ４５０円 ― 

２割減額 

世 帯 

基 礎 １８，９２０円 基 礎 １９，０４０円 １２０円 

後 期 ６，７２０円 後 期 ７，０４０円 ３２０円 

子 ど も ― 子 ど も ７２０円 ― 

その他の 

世 帯 

基 礎 ２３，６５０円 基 礎 ２３，８００円 １５０円 

後 期 ８，４００円 後 期 ８，８００円 ４００円 

子 ど も ― 子 ど も ９００円 ― 

基 礎 ３３，１１０円 基 礎 ３３，３２０円 ２１０円

後 期 １１，７６０円 後 期 １２，３２０円 ５６０円

介 護 １１，６２０円 介 護 １２，４６０円 ８４０円

子 ど も － 子 ど も １，２６０円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

５２円 －

基 礎 ２３，６５０円 基 礎 ２３，８００円 １５０円

後 期 ８，４００円 後 期 ８，８００円 ４００円

介 護 ８，３００円 介 護 ８，９００円 ６００円

子 ど も － 子 ど も ９００円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

３７円 －

基 礎 ９，４６０円 基 礎 ９，５２０円 ６０円

後 期 ３，３６０円 後 期 ３，５２０円 １６０円

介 護 ３，３２０円 介 護 ３，５６０円 ２４０円

子 ど も － 子 ど も ３６０円 －

子 ど も
（１８歳以上）

－ 子 ど も
（１８歳以上）

１５円 －

被 保 険 者 １ 人 に つ き
判定所得基準判定所得基準

増　減

減 額 す る 額減 額 す る 額

２
割
減
額
世
帯

５
割
減
額
世
帯

７
割
減
額
世
帯

区
分

改　正　案現　　　行

所得が４３万
円＋５６万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

所得が４３万
円＋３０万５
千円×被保険
者等の数を超
えない世帯
（※）

所得が４３万
円を超えない
世帯
（※）

所得が４３万
円＋５７万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

所得が４３万
円＋３１万円
×被保険者等
の数を超えな
い世帯
（※）

現行どおり

被 保 険 者 １ 人 に つ き



 

３ 施行期日等 

  令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の保険料から適用する。 

 

４ 参考（１人当たり保険料） 

区 分 令和７年度 令和８年度 増 減 

基礎分（医療分） １１２，６４６円 １１３，３３７円 ６９１円 

後期高齢者支援金等分 ４０，０２７円 ４２，１１０円 ２，０８３円 

介護納付金分 ３９，５６５円 ４２，６０９円 ３，０４４円 

子ども・子育て支援納付金分 ― ４，２２７円 ― 

合 計 １９２，２３８円 ２０２，２８３円 １０，０４５円 

 

 


